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＜注意＞ 

このガイドラインは、社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）  電子部品部会 技術委員会 

部品環境専門委員会が、ＬＣＡの実施及びデータ流通時に発生が懸念される混乱の回避・作業負

担の低減に寄与することを目的として自主的に作成したものであり、あくまでも参考資料

です。従って、当ガイドラインの利用につきましては、必ず各社の責任でご判断くださいますようお

願いいたします。 なお、参照している法規制等の改正など、重要な項目で当ガイドラインの記述

と異なる内容の発表があった場合は、当ガイドラインは予告なく改訂される可能性があります。 
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電子部品ＬＣＡガイド 

 

 

はじめに 

 近年、持続的発展の概念のもと経済活動が環境に与える影響についてさまざまな評価手

法が考察されており、それらの評価手法の一つとしてライフサイクルアセスメント（ＬＣ

Ａ）が注目されています。 

 ＬＣＡは製品がその全ライフサイクルにおいて環境に与える影響を考察するライフサイ

クルシンキング（ＬＣＴ）に基づく評価手法です。 

2005 年 8 月にＥＵにおいてＥｕＰ指令（2005/32/EC 枠組み指令：現在はＥｒＰ指令に

変更）が発効され、ＬＣＡはその重要度を増しており、ＥＵではＲｏＨＳ指令、ＷＥＥＥ

指令、ＲＥＡＣＨ規則、及びＥｒＰ指令の４つの指令あるいは規則を施行することにより

電気製品の全ライフサイクルを網羅し、環境影響の評価と削減に貢献することを目指して

います。 

ＥｒＰとは Energy-Related Products のことであり、ＥｒＰ指令は電気製品のようなエ

ネルギーを消費する製品およびエネルギー消費に関連する製品について全ライフサイクル

での環境影響の評価を行うことを要求事項の一つとしています。 

ＬＣＡはＥｕＰ指令の告示・発効以前からさまざまな分野で研究されており、電気製品

の構成部材のうち金属、プラスチックなどは比較的ＬＣＡデータが豊富であるのに対し、

電子部品のデータは乏しい現状となっています。 

このような状況に加えＬＣＡが手法として未だ発展途上であることから、ＥｕＰ指令お

よびその後のＥｒＰ指令に対応するためのＬＣＡデータをそれぞれの電子部品メーカーが

各々の基準で評価し、そのデータが流通することにより混乱が生じることが懸念されます。 

以上のような理由から電子部品業界としてＬＣＡのためのガイドをここに作成し、業界

各社のみなさまの混乱の回避及び作業負荷の低減に寄与したいと考えています。 

 

１．目的 

 本ガイドは電子部品のＬＣＡ実施手順の標準化を目的とします。 

  

２．対象製品 

 電子部品を対象とします。 

  

３．対象範囲 

電子部品のライフサイクルにおいて、電子部品メーカー自らが責任を持って評価できる、

製品（電子部品）製造のプロセスをＬＣＡ対象範囲とします。 

 

 

４．用語の定義 
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機能：機能とはＬＣＡ調査結果により製品間の比較をする場合に基準とする製品の性能

をいいます。 

機能単位：基準として用いられる定量化された製品の機能をいいます。機能及び機能単

位は新旧製品比較、同種他社製品比較、異種製品比較などを行う場合に重要

となります。 

原料：製品製造に必須のものとして工程に投入される資材のうち、製品の構成成分ある

いは構成部品となるものをいいます。 

システム境界：ＬＣＡの対象となる製品システムと、環境または他の製品システムとの

境界。ＬＣＡはシステム境界内に含まれるプロセスについて実施されま

す。 

廃棄物：本ガイドにおける廃棄物とは、一般廃棄物を除く工程から発生した排出物すべ

てをいい、有価物処理されたものも含みます。 

副原料：製品製造に必須のものとして工程に投入される資材のうち、製品には含まれな

いものをいいます。 

ＥｕＰ指令：ＥＵの法規制。2005/32/EC「エネルギー使用製品に対するエコデザイン要

求事項の設定のための枠組みを設けることに関する欧州議会及び理事会指

令（DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on establishing a framework for the setting of ecodesign 

requirements  for energy-using products）」 

ＥｒＰ指令：ＥＵの法規制。2009/125/EC「エネルギー関連製品に対するエコデザイン要

求事項の設定のための枠組みを設けることに関する欧州議会及び理事会指

令（DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on establishing a framework for the setting of ecodesign 

requirements  for energy-related products）」。 

      エネルギー使用製品を対象としていたＥｕＰ指令を見直し、エネルギー消

費に関連する製品にまで対象範囲を拡大したものと位置付けられる。 

ＬＣＡ：ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment) 

ある製品が資源採掘、部資材製造・調達、製造、使用、廃棄あるいは再使用さ

れるまでのすべての段階を通して、環境にどのような影響を与えるのかを評価

する方法であり、次の４つの段階から構成されます。 

①目的及び調査範囲の設定 

②ライフサイクルインベントリ分析 

③ライフサイクル影響評価 

④ライフサイクル解釈 

ＬＣＩ：ライフサイクルインベントリ(Life Cycle Inventory)。 

ライフサイクル全体を通しての調査範囲への入力及び出力を定量的にまとめた

ものであり、ＬＣＡを実施するための基礎データとなります。 

ＬＣＴ：ライフサイクルシンキング(Life Cycle Thinking) 

製品のライフサイクル全体を思考すること。 
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ＲＥＡＣＨ規則：ＥＵの法規制。EC No 1907/2006「化学品の登録、評価、認可及び制

限に関する欧州議会及び理事会規則（Regulation concerning the 

Registration, Evaluation, Authorization (and Restriction) of 

Chemicals）」 

ＲｏＨＳ指令：ＥＵの法規制。2002/95/EC「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の

使用制限に関する欧州議会及び理事会指令（Directive on Restriction Of 

the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 

equipment）」 

ＷＥＥＥ指令：ＥＵの法規制。2002/96/EC「電気・電子機器の廃棄に関する欧州議会及

び理事会指令（Directive on Waste from Electrical and Electronic 

Equipment）」 

 

５．ＬＣＡ実施手順 

ＬＣＡの原則及び枠組みは ISO 14040に、要求事項及び指針は ISO 14044よって規格化

されています。 

以下、電子部品のＬＣＡ実施手順及び関連する事柄について ISO 14040の項番に従って

説明します。 

 

項番５．２目的及び調査範囲の設定 

項番５．２．１．１調査の目的 

  電子部品がそのライフサイクルにおいて環境におよぼす影響を調査することを目的と

します。 

項番５．２．１．２調査範囲 

  電子部品のライフサイクルにおいて、電子部品メーカー自らが責任を持って評価でき

る、製品（電子部品）製造のプロセスをＬＣＡ対象範囲とします。 

項番５．２．２機能及び機能単位 

  機能及び機能単位は電子部品として統一した記述・説明が困難であるため本ガイドで

は定義のみの記述とします。 

ＬＣＡ調査結果により新旧製品比較、同種他社製品比較、異種製品比較などを行う場

合には、ＬＣＡ実施者が調査目的及び対象とする製品に応じて適したものを選択・設定

します。 

項番５．２．３システム境界 

システム境界は電子部品の製造プロセスとします。 

項番５．２．４データ品質要件 

  本項番（ISO 14040 5.2.4）にはデータ品質要件の持つ意味が記述されており、具体的

なデータ品質要件は ISO 14044 4.2.3.6に記述されています。 

本ガイドに従うＬＣＡにおけるデータ品質要件として下記を推奨します。 

  時間に関する有効範囲：データ入手可能な範囲で最新の年度あるいは特定された一定

期間のデータを使用すること。 
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  地理的な有効範囲：電子部品の製造は複数の国あるいは拠点にまたがって行われるこ

とが多くあるため、本ガイドでは地理的な有効範囲についての制

限、要求または推奨は行わない。 

  技術の有効範囲：電子部品の量産製造工程のデータを用いること。 

項番５．３ライフサイクルインベントリ分析 

  ライフサイクルインベントリ分析はライフサイクル全体を通しての調査範囲への入力

及び出力のまとめ、並びに定量化を行うＬＣＡの構成段階です。 

本ガイドにおいて推奨するライフサイクルインベントリ分析実施の具体的な作業手順

を次の「項番５．３．２データ収集」に示します。 

項番５．３．２データ収集 

 （Ⅰ）データ収集項目 

  データ収集対象範囲（システム境界）である電子部品の製造プロセスに対する入力及

び出力の各項目データを収集することになります。収集したデータは最終的に製品 1 個

当たりの数値となるように加工します。 

表―１に推奨するデータ収集項目を示します。 

なお、ここに示したデータ収集項目は基本的な例であり、ＬＣＡの目的と用途に応じ

て項目を追加あるいは削除することが必要となる場合があります。 

 

表－１ 推奨するデータ収集項目 

入力 出力 

項目 単位 項目 単位 

エネルギー＊1  電力 

灯油 

重油 

ＬＰＧ 

ＬＮＧ 

都市ガス 

kWh 

L 

L 

kg 

kg 

Nm3 

大気排出＊2   CO2 

NOx 

SOx 

ばいじん 

kg 

kg 

kg 

kg 

資源       原料 

副原料 

        水 

kg 

kg 

m3 

排水＊3       排水 m3 

廃棄物＊4   廃棄物 

 

kg 

＊１エネルギーの使用については基本的に電子部品を製造する工程及びその付帯設備で消

費されるものを対象とし、輸送に伴う消費は考慮しないものとします。 

＊２大気排出は燃料燃焼由来のものを燃料使用量から算出するためデータ収集は不要です。

排出係数を表－２に示します。 

＊３排水は工場系排水を対象とし、生活系排水は対象外とします。データの分離抽出が困

難な場合には生活系排水を含んでもよいものとします。 

＊４廃棄物は有価物処理したものを含む産業廃棄物の発生量を対象とし、一般廃棄物は対

象外とします。データの分離抽出が困難な場合には一般廃棄物を含んでもよいものと

します。 
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表－２ 燃料のNOｘ、SOｘ、SPM（ばいじん）の排出係数  

 

 

 

 

NOx排出係数 

kg-NOx 

SOx排出係数 

kg-SOx 

SPM排出係数 

kg-SPM 

A重油 

B重油・C重油 

灯油 

軽油 

揮発油 

LPG 

LNG・天然ガス 

都市ガス 

1kL 

1kL 

1kL 

1kL 

1kL 

1t 

1t 

千 Nm3 

6.85 

3.14 

2.00 

19.77 

17.15 

3.57 

3.25 

1.74 

5.99 

18.96 

0.19 

2.04 

0.59 

0.10 

0.01 

0.03 

0.31 

1.52 

0.21 

1.66 

0.64 

0.25 

0.43 

0.37 

出典）NOx、SOx、SPM：南斎規介、森口祐一、東野進（国立環境研究所/地球環境研究セ

ンター）、産業連関表による環境負荷原単位データブック（３EID）-原単位データフ

ァイル 1995年表-小分類-電子部品、2002年 

 

（Ⅱ）データ収集方法 

  データの収集は ISO 14040 5.3.2に示されたデータ収集の考え方、ISO 14040 5.3.4に

示された配分の考え方及び ISO 14044 4.3.4 に示された配分の手順に従って、対象とす

る項目の事業所データを収集し、それを配分（製品群毎に按分、集約、比率算出するこ

との総称）することで製品 1個当たりの数値を算出することを推奨します。 

  配分は製品の体積、重量、価格などのように製品の環境影響と相関関係を持つ要素を

基準にして製品１個当たりになるよう行います。 

「電子部品ＬＣＡガイド別紙 ＬＣＩデータ算出マニュアル」に配分の手順及び事例

を示します。 

項番５．４ライフサイクル影響評価 

  ライフサイクル影響評価はどの環境問題（インパクトカテゴリ）について評価を行う

かを決定し、そのカテゴリにインベントリデータを振り分けることによって行うもので

あり、その手順は ISO 14044により規格化されています。 

近年では地球温暖化を対象にした影響評価が広く行われており、本ガイドにおいても

地球温暖化を対象とした場合の影響評価の手法を例として示します。 

影響評価の対象であるインパクトカテゴリを地球温暖化とした場合には、各エネルギ

ーの使用量から算出される CO2排出量の総和が環境影響（インパクト）となります。 

収集したデータにもとづく環境影響の計算式を次に示します。 

 

環境影響：CO2排出量＝Σ（各エネルギーの使用量×二酸化炭素換算係数） 

   

エネルギーの使用量を CO2換算するための基準を表－３、表－４に示します。 
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表－３ 電力の二酸化炭素換算係数 

※ 電力の二酸化炭素換算係数はデータ収集年度の数値を用います。 

ここでは例として最近３年間の電気事業連合会が公表している二酸化炭素換算係数を

示します。 

年度 

 

二酸化炭素排出係数 

kg-CO2 / kWh 

2007 

2008 

2009 

0.453 

0.444 (0.373) 

0.412 (0.351) 

（ ）内は京都メカニズムクレジット反映後の数値 

出典）電気事業連合会公表の受電端係数 

（最新の数値は電気事業連合会のホームページ等で確認してください） 

 

表－４ 燃料の二酸化炭素排出係数 

 

 

 

 

二酸化炭素排出係数 

t-CO2 

灯油 

軽油 

A重油 

B重油・C重油 

液化石油ガス（LPG） 

石油系炭化水素ガス 

液化天然ガス（LNG） 

天然ガス 

コークス炉ガス 

高炉ガス 

転炉ガス 

都市ガス 

1kL 

1kL 

1kL 

1kL 

t 

千 Nm3 

t 

千 Nm3 

千 Nm3 

千 Nm3 

千 Nm3 

千 Nm3 

2.49 

2.58 

2.71 

3.00 

3.00 

2.34 

2.70 

2.22 

0.85 

0.33 

1.18 

2.23 

出展）環境省／経済産業省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル ver.3.2（平成 23

年 4月 15日） 

（最新の数値は環境省のホームページ等で確認してください） 

 

項番５．５ライフサイクル解釈 

  ライフサイクル解釈は、結論及び提言を導き出すために、設定された目的及び調査範

囲と整合性をもってインベントリ分析結果及び影響評価から得られた知見を統合するこ

ととされており、その手順は ISO 14044により規格化されています。本ガイドでは、Ｌ

ＣＡの実施者が目的及び調査範囲に従って適切な形で行うものとして手順を省略します。 

項番７クリティカルレビュー 

  クリティカルレビューはＬＣＡ調査が ISO 14040に合致しているか、手法が科学的及
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び技術的に妥当であるか、使用したデータが調査の目的に照らして適切かつ合理的であ

るかを保証するための手順ですが、クリティカルレビューの実施は任意とされています。

ただし、一般に対して開示する比較主張に用いられるＬＣＡ調査に対してはクリティカ

ルレビューを実施しなくてはならないとされています。このようにクリティカルレビュ

ーについては実施の要否そのものがＬＣＡの目的に依存しているため本ガイドでは定義

のみを示し手順を省略します。 
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